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令和５年２月農業委員会総会議事録 

 

日   時 令和５年２月２８日（火曜日）議事開始 午前 ８時４７分 

 

場   所 えびの市役所 １－３・４会議室 

 

出席委員 

【農業委員】 尾山 實文  竹下 助範  山下 正成  下原 小枝子  

栗下 章二  前原 幸太郎 岩屋 美智子 稲田 優 

田中 雄策  田上 みゆき 

 

【推進委員】 谷口 克美  赤川 リク子  西田 保子  園田 義保   

福迫 久利   津口 えりこ  山口 長徳  溝添 トミ子  

吉留 律子   宮田 吉人     土器 三紀夫 吉田 尚美 

伊地知トシ子 高谷 千代子   杉元 義男   中津 ゆみ子 

増田 賢造 

 

欠席委員  

【農業委員】 なし 

【推進委員】 なし 

 

事務局職員  

         事務局長           押川 国智   事務局長補佐  大田黒 元 

     農地調整係長      塩入 友之    農地調整係主査 大園 あけみ 

      農地調整係主任主事 馬越脇 浩   農地調整係主事 佐藤 純大  
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議   題  

    報告第２５号 農地等の合意解約について 

    報告第２６号 農用地利用配分計画について 

    報告第２７号 ２アール未満の農地転用届について 

    議案第５５号 農地法第３条の規定による許可申請について 

    議案第５６号 農用地利用集積計画について 

     議案第５７号 農用地利用集積計画の取消しについて 

    議案第５８号 非農地証明願いについて 

    議案第５９号 非農地判断について 
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事務局長補佐 それではただいまから令和５年２月定例農業委員会総会を開催い

たします。ご起立をお願いいたします。一同礼。おはようございます。

ご着席ください。 

尾山会長 【あいさつ・・・・】 

尾山議長 次に委員の出席状況を報告いたします。全員出席ですので農業委員

１０名、農地利用最適化推進委員１７名で定足数に達しております。

これより会議を開きます。議事に入る前に議事録署名委員に、下原委

員と稲田委員を指名いたします。 

 それでは、ただ今から今月の議事に入ります。報告第２５号から報

告第２７号及び議案第５５号から議案第５９号までを一括議題とい

たします。事務局長補佐に議案の朗読をお願いします。 

事務局長補佐 （議案朗読） 

尾山議長  議案の朗読が終わりました。これより報告及び審議に入ります。ま

ず、報告第２５号「農地等の合意解約について」事務局から説明をお

願いします。 

事務局  議長。 

尾山議長 事務局。 

事務局 それでは、報告第２５号、農地等の合意解約についてご説明いたし

ます。議案書１ページをお開きください。今月の合意解約件数は２６

件でございます。 

２ページをご覧ください。令和５年２月分の合意解約一覧につきま

しては、ご覧のとおりでございます。今月の総会案件と関連がないも

のについて順番にご説明いたします。 

整理番号１番及び２番は、耕作に不便なため解約するものです。 

整理番号３番から５番は、耕作者変更のため解約するものです。 

次のページになります。整理番号１８番は、農地法ではなく、中間

管理機構による貸付けへ変更するため解約するものです。 

整理番号１９番及び２０番は、耕作者からの申出による解約です



4 

 

が、今後も農地で貸し付ける予定です。以上、ご報告いたします。 

尾山議長  説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

尾山議長 質問がないようですので、次に報告第２６号「農用地利用配分計画

について」、事務局から説明をお願いします。 

事務局    議長。 

尾山議長   事務局。 

事務局    報告第２６号「農用地利用配分計画について」ご説明いたします。 

４ページをご覧ください。今月の農用地利用配分計画については、

令和５年２月１日付けで県知事が認可した案件をご報告するもので

ございます。計５１件、３２４筆、３３６，０７８㎡となっておりま

す。詳細につきましては、５ページから３６ページに記載のとおりで

す。以上、ご報告いたします。 

尾山議長 説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

（なしと言う者あり） 

尾山議長 質問がないようですので、次に報告第２７号「２アール未満の農地

転用届について」、事務局から説明をお願いします。 

事務局 議長。 

尾山議長 事務局。 

事務局 ３７ページ、報告第２７号「２アール未満の農地転用届について」

ご報告いたします。届出件数は１件でございます。議案書３８ページ

をお開きください。２アール未満の農地転用届につきましては、自己

所有農地の２アール未満を農業用施設に転用する場合、許可不要とな

る基準に基づいて、届出がされたものであります。整理番号１番、場

所が大字原田、畑１筆、４，４３５㎡の内１９７㎡を家畜用貯水タン

クとして届け出をしていただいております。立地基準につきまして

は、農地区分は第２種農地、都市計画関係は区域外、農振区分は区域

内・白地でございます。届出人は養豚業を営んでいる法人で、平成５
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年頃に家畜用貯水タンクを建築し、今回、申請地が農地のままである

ことが判明したため、届出書の提出をしていただいております。また

届出人より顛末書の提出を頂いております。以上、ご報告いたします。 

尾山議長 説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

（なしと言う者あり） 

尾山議長 質問がないようですので、以上で報告を終わります。 

次に議案第５５号「農地法第３条の規定による許可申請について」

を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

事務局 議長。 

議長 事務局。 

事務局 議案第５５号、農地法第３条の規定による許可申請についてご説明

いたします。 

３９ページをご覧ください。今月の許可申請件数は、所有権移転１

７件、貸借５件、合計２２件となります。申請人の住所・氏名は省略

して、申請内容については、概略をご説明いたします。 

はじめに、所有権移転についてご説明いたします。 

整理番号１番、４０ページになります。田１筆、２，１６０㎡の贈

与です。 

整理番号２番、次の４１ページまでになります。畑３筆、３，１４

０㎡の売買です。価格は総額○○円です。備考欄のとおり、谷口委員

の掘起しです。 

整理番号３番、田１筆、５２３㎡の売買です。価格は総額○○円で

す。 

整理番号４番、田１筆、５４９㎡の売買です。価格は総額○○円で

す。備考欄のとおり、山口委員の掘起しです。 

整理番号５番、次の４２ページまでになります。田４筆、２，８２

５㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

整理番号６番、次の４３ページまでです。畑１筆、２，１８５㎡の
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売買です。価格は１０ａ当たり○○円です。備考欄のとおり、令和３

年９月総会で議決した空き家に付属の農地です。 

整理番号７番、畑１筆、１４２㎡の売買です。価格は１０a当たり

○○円です。備考欄のとおり、令和４年１１月総会で議決した空き家

に付属の農地です。譲受人は、前の６番と同一者です。 

整理番号８番、４５ページまでになります。田４筆、畑３筆、計７

筆、９，９７９㎡の贈与です。 

整理番号９番、次の４６ページまでです。田３筆、１，９６９㎡の

売買です。価格は総額○○円です。 

整理番号１０番、田１筆、１，７４７㎡の贈与です。なお、譲受人

の現在の経営面積は、２，７１５㎡ですが、５４ページの貸借整理番

号４番の農地とあわせ、別段面積の５０ａに達することとなります。 

整理番号１１番、畑１筆、７７８㎡の売買です。価格は総額○○円

です。 

整理番号１２番、次の４７ページまでになります。畑１筆、１，４

３９㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

整理番号１３番、畑１筆、１，９１４㎡の売買です。価格は山林を

含め○○円です。 

整理番号１４番、畑２筆、２，１７６㎡の売買です。価格は総額○

○円です。 

整理番号１５番、次の４８ページになります。田３筆、３，４６０

㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

整理番号１６番、次の４９ページまでになります。田２筆、２，３

５９㎡の売買です。価格は総額○○円です。備考欄のとおり、増田委

員の掘起しです。 

整理番号１７番、畑１筆、１，６４７㎡の売買です。価格は総額○

○円です。備考欄のとおり、こちらも増田委員の掘起しです。 

続きまして、貸借について説明いたします。５０ページになります。 
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整理番号１番、田１筆、８０５㎡の賃貸借です。備考欄のとおり、

貸人が死亡しているため、相続人からの申出であります。 

整理番号２番、田１筆、１，７９８㎡の賃貸借です。備考欄のとお

り、竹下委員の掘起しです。また、貸人が死亡しているため、相続人

からの申出であります。 

整理番号３番、５４ページまでになります。田１０筆、畑６筆、計

１６筆、１２，６９５㎡の賃貸借です。 

整理番号４番、次の５５ページまでになります。田１筆、２，３４

３㎡の使用貸借です。 

整理番号５番、田２筆、５，２３７㎡の賃貸借です。備考欄のとお

り、竹下委員の掘起しです。 

以上、所有権移転１７件、貸借５件、合計２２件です。ご審議方、

よろしくお願いします。 

尾山議長 事務局の説明が終わりました。議案第５５号については、各担当委

員が現地確認等をしていただいております。 

土地の現地確認と申請人「受人」の確認をそれぞれお願いしており

ます。各委員から報告をしていただきます。 

所有権移転 整理番号１番の土地および申請人「受人」の報告を溝

添委員にお願いします。 

溝添委員 議長。 

尾山議長  溝添委員。 

溝添委員  整理番号１番の農地、受人について報告します。申請地は○○自治

会にあります。場所は○○から南側に１㎞行ったところです。基盤整

備はされていません。周辺一帯は水田で北側に太陽光発電施設があり

ます。農地はきれいに整備されています。日照、接道、用排水は良好

です。以上報告します。 

 続きまして、受人の状況について報告します。受人の営農状況は稲

作主体の専業農家です。後継者もいらっしゃいます。渡人との関係は
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兄弟です。地域との調和については周辺の農家の方と協力していきた

いとの事でした。皆さんのご審議方よろしくお願いします。 

尾山議長  次に、整理番号２番の土地および申請人「受人」の報告を谷口委員

にお願いします。 

谷口委員  議長。 

尾山議長  谷口委員。 

谷口委員 整理番号２番を報告します。昨日２７日に昼から現地に行ってきま

した。農地は○○の畑かん事業地から遠く離れた○○のところにあ

り、農免道路から○○の上２００ｍくらいのところにあります。丘陵

地の丘の上にある畑でした。３筆でありますが全部ほうれん草が作っ

てあります。周りの環境も良く整備されておりました。基盤整備はさ

れておりません。農地の形状は１ヵ所に集まっており良いです。周辺

一帯は畑と山林です。日照は山が東西にあるため良い方です。接道も

少し高い所にありますが良いです。用排水も良いです。 

受人は大工をされていて、そちらの仕事が少なくなってきておるよ

うで、自宅から畑まで少し遠いですが、今後は露地野菜に力を入れて

いきたいとの事でした。後継者はいらっしゃいません。所有農地の畦

畔管理等は良好。地域との調和については地域の皆さんと協力して歩

んでいくとの事でした。以上で報告を終わります。委員の皆様のご審

議をよろしくお願いします。 

尾山議長  次に、整理番号３番の土地および申請人「受人」の報告を伊地知委

員にお願いします。 

伊地知委員  議長。 

尾山議長  伊地知委員。 

伊地知委員  整理番号３番の農地について報告します。申請農地は○○自治会に

あります。場所は○○から北西に入った所にあるお墓に隣接していま

す。周辺一帯は田です。基盤整備はしてあります。日照、接道、用排

水は良好です。 
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 受人について報告します。受人の営農状況は稲作主体の兼業農家で

す。後継者もおられます。地域との調和についても、周辺農家の手伝

いをしたり、水路等ついても適切に管理されているようです。問題な

いと思います。ご審議方よろしくお願いします。 

尾山議長  次に、整理番号４番の土地および申請人「受人」の報告を山口委員

にお願いします。 

山口委員  議長。 

尾山議長  山口委員。 

山口委員  整理番号４番についてご報告いたします。申請農地は○○自治会内

であります。○○から東へ３００ｍ、北へ２００ｍ行ったところにあ

ります。農地は基盤整備済みで２反のうち５畝が今回売買されたとい

う事でございます。 

 受人の営農状況は稲作主体の兼業農家です。○○に勤めていらっし

ゃいまして、子供さんは大学生です。後継者になられるかは分かりま

せん。地域との調和につきましては、所有農地の畦畔管理等も行き届

いており問題ないと判断いたしました。皆様のご判断をよろしくお願

いします。 

尾山議長 次に、整理番号５番の土地及び申請人「受人」の報告を伊地知委員

にお願いします。 

伊地知委員  議長。 

尾山議長  伊地知委員。 

伊地知委員  整理番号５番の農地について報告します。○○の西側に位置してお

ります。周りから１段下になっていますが、日照、接道、用排水は良

好です。 

 受人の営農状況は稲作主体の兼業農家です。後継者もおられます。

地域との調和についても問題ないと思われます。自治会の畑かんの係

もされています。皆様のご審議方よろしくお願いします。 

尾山議長  次に、整理番号６番と７番の土地を伊地知委員に、申請人「受人」



10 

 

の報告を事務局にお願いします。まずは伊地知委員にお願いします。 

伊地知委員 議長。 

尾山議長 伊地知委員。 

伊地知委員 整理番号６番の農地について報告します。申請農地は○○自治会に

あります。場所は○○の北側２００ｍのところにあります。周りは杉

に囲まれて日照はあまり良くありません。きれいに整地されていて野

菜が植えてありました。問題ないと思います。 

整理番号７番の農地について報告します。６番と同じく○○自治会

にあります。同じ場所であり問題ないと判断します。よろしくお願い

します。 

尾山議長 次に事務局にお願いします。 

事務局 議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局  譲受人が市外のため、事務局から報告します。譲受人は、許可申請

時は市外者でしたが、空き家バンク登録の空き家を購入し、去る１７

日にえびの市へ既に移住しております。 

今後農機具をリースで所有し、露地野菜を栽培する計画でありま

す。 

尾山議長  次に、整理番号８番の土地及び申請人「受人」の報告を赤川委員に

お願いします。 

赤川委員  議長。 

尾山議長  赤川委員。 

赤川委員  整理番号８番の農地について報告します。申請農地は○○自治会内

にあります。田４筆は基盤整備もしてあり、形状が良い農地です。日

照、接道、用排水は良好です。畑３筆は日照、接道は良好ですが西側

が山林に少し接しています。 

 受人について報告します。受人は○○自治会に住んでいます。稲作

主体の兼業農家です。渡人との関係は親子です。取得後も稲作をして、
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農地の管理、地域との調和を適正にしていきたいとの事でした。皆様

のご審議よろしくお願いします。 

尾山議長  次に、整理番号９番の土地及び申請人「受人」の報告を伊地知委員

にお願いします。 

伊地知委員  議長。 

尾山議長  伊地知委員。 

伊地知委員 整理番号９番の農地について報告します。最初に○○について、農

地は○○自治会にあります。場所は○○の南約２００ｍのところに位

置しています。基盤整備はしてあります。日照、接道、用排水は問題

ありません。 

次に○○について報告します。○○から１００ｍの距離にありま

す。基盤整備はしてあります。接道、日照、用排水問題ありませんで

した。 

尾山議長  次に整理番号１０番の土地及び申請人「受人」の報告を岩屋委員に

お願いします。 

岩屋委員  議長。 

尾山議長  岩屋委員。 

岩屋委員  整理番号１０番について報告します。申請農地は○○自治会内にあ

り、○○のすぐ南側にあります。基盤整備済みの水田で、形状は長方

形です。日照、接道、用排水は良好です。 

 続いて受人の状況は、稲作主体の専業農家です。渡人との関係は親

子です。畔の管理、周辺の作物の状況を踏まえた作付け、用水管理の

協力、農薬の適正使用を心掛けるとの事でした。皆さんのご審議方を

よろしくお願いします。 

尾山議長  次に、整理番号１１番の土地を西田委員に、申請人「受人」の報告

を田上委員にお願いします。まずは西田委員にお願いします。 

西田委員  議長。 

尾山議長  西田委員。 
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西田委員  整理番号１１番の農地について報告いたします。申請農地は○○自

治会内にあります。場所は○○から東に２，３００ｍのところです。

周囲は畑と、道路を挟んで水田、北の方に３件ほど宅地があります。

日照、接道は良好です。長方形のいい畑です。今は何も植えていませ

んでした。以上報告します。 

尾山議長  次に田上委員にお願いします。 

田上委員  議長。 

尾山議長  田上委員。 

田上委員 整理番号１１番受人の状況について報告します。受人の営農状況は

兼業農家です。地域との調和については、所有農地等きちんと管理さ

れており、今回申請の農地も所有農地の近くでありますので問題ない

と判断します。皆さんのご審議方お願いします。 

尾山議長  次に、整理番号１２番の土地及び申請人「受人」の報告を杉元委員

にお願いします。 

杉元委員  議長。 

尾山議長  杉元委員。 

杉元委員  整理番号１２番について報告します。申請農地は○○自治会内にあ

り、○○から南側に２００ｍくらいのところにあります。周辺は、南

が住宅地で北と西が山林になります。畑の状況は、現在草が少し生え

ていますが、日照、接道、排水特に問題はありません。農地取得後は

サツマイモを植える予定との事です。 

 次に受人について報告いたします。受人は移住者であり会社員との

兼業になります。就農するにあたり農機具等一式を取得されておりま

して特に問題はありません。皆さんの審議をお願いします。 

尾山議長  次に、整理番号１３番の申請人「受人」は、所有権移転整理番号１

番と同一人物のため省略します。土地を溝添委員にお願いします。 

溝添委員  議長。 

尾山議長  溝添委員。 
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溝添委員  整理番号１３番の農地について報告します。申請農地は○○自治会

内であります。場所は○○から南に１㎞行ったところです。受人の住

宅敷地内のところです。基盤整備はされていません。周辺一帯は畑で

東側に竹山があります。日照、接道、用排水は良好です。以上報告し

ます。 

尾山議長  次に、整理番号１４番の土地及び、申請人「受人」の報告を山下委

員にお願いします。 

山下委員  議長。 

尾山議長  山下委員。 

山下委員  整理番号１４番について報告します。申請地は○○自治会にありま

して、場所は○○から西に３００ｍ行ったところです。２枚隣接して

います。日照、接道良好です。 

 次に受人の報告をいたします。受人の営農状況は野菜、米を主体と

した専業農家です。後継者は娘婿を予定しているとの事でした。地域

との調和は良好です。何ら問題ないと思われます。以上報告を終わり

ます。 

尾山議長  次に、整理番号１５番の土地及び、申請人「受人」の報告を溝添委

員にお願いします。 

溝添委員  議長。 

尾山議長  溝添委員。 

溝添委員  整理番号１５番の農地について報告します。申請地は○○自治会で

あります。場所は○○から西側に５００ｍのところです。基盤整備は

されていません。周辺一帯は畑で北側、東側に住宅があります。農地

はきれいに整地されています。日照、接道、用排水は良好です。 

 続きまして受人の状況について報告します。受人の営農状況は兼業

農家です。後継者もいらっしゃいます。渡人との関係は知人でありま

す。地域との調和については周辺の農家の方と協力していきたいとの

事でした。皆さんのご審議方よろしくお願いします。 
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尾山議長  次に、整理番号１６番の土地及び、申請人「受人」の報告を増田委

員にお願いします。 

増田委員  議長。 

尾山議長  増田委員。 

増田委員  整理番号１６番について報告します。申請地は○○自治会内にあり

ます。周辺の状況は水田で、基盤整備済みです。○○番地は畔が崩落

して工事が必要との条件で売買しております。 

 受人の営農状況について、稲作と畜産の専業農家です。後継者もお

ります。地域との調和について、所有農地の管理も行き届いており問

題ないと判断いたします。審議方よろしくお願いします。 

尾山議長  引き続き、整理番号１７番の土地及び、申請人「受人」の報告を増

田委員にお願いします。 

増田委員  議長。 

尾山議長  増田委員。 

増田委員  整理番号１７番について報告します。申請地は○○自治会内にあり

ます。周辺の状況について、基盤整備はしてありません。日照、接道

は良いです。 

 受人の営農状況について、稲作と果樹の専業農家です。地域との調

和については、所有農地の管理も行き届いており問題ないと判断いた

します。審議方よろしくお願いします。 

尾山議長  次に貸借整理番号１番の土地を谷口委員に、申請人「受人」の報告

を増田委員にお願いします。まずは、谷口委員にお願いします。 

谷口委員  議長。 

尾山議長  谷口委員。 

谷口委員  整理番号１番の農地について報告します。耕地整理済ですが周辺部

にありまして昨年まで隣接の髙畦に杉の木がありまして、その影響で

借り手がいないという事でしたが、杉を伐採したため日照が改善され

ています。○○の○○から市道を東に３００ｍくらい行ったところで
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南側の踏切から下ってきた道路との十字路付近にあります。周辺は水

田と人家が混在している状況です。受人の水田が申請地の隣にあった

ため今回の申請になりました。以上報告を終わります。 

尾山議長  次に増田委員にお願いします。 

増田委員  議長。 

尾山議長  増田委員。 

増田委員  整理番号１番の受人について報告します。受人の営農状況は稲作主

体の兼業農家です。地域との調和については周辺農家と協力していく

との事です。以上報告を終わります。 

尾山議長  次に貸借整理番号２番の土地及び申請人「受人」の報告を竹下会長

代理にお願いします。 

竹下会長代理  議長。 

尾山議長  竹下会長代理。 

竹下会長代理  整理番号２番について説明します。農地は○○地区にあります。基

盤整備はされておりません。農地の形状はあまり良くありません。１

筆３枚の農地であります。３年前○○川が氾濫した時に水が上がった

場所でもあります。３年くらい耕作がされていない状況です。周辺は

○○川の南側で田畑が広がっています。日照、接道、用排水は問題あ

りません。 

 受人に関しては○○自治会○○班に住んでおります。稲作、露地野

菜の専業農家です。渡人との関係は貸借実績のある知人です。後継者

はいません。取得後は稲作をやって行くとの事です。所有農地の畦畔

管理は良好です。地域との調和も何ら問題ないと判断します。受人は

昨年移住してきましたが３町歩を超える耕作面積になってきていま

す。農機具が追い付かなくて今そろえている状況です。一生懸命やっ

ている方です。皆様のご審議をよろしくお願いします。 

尾山議長  次に貸借整理番号３番の土地、大字○○字○○と申請人「受人」を

宮田委員に、それ以外の土地の報告を福迫委員にお願いします。まず
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は、福迫委員にお願いします。 

福迫委員  議長。 

尾山議長  福迫委員。 

福迫委員  整理番号３番の農地について報告します。申請農地は○○自治会内

にあります。今回は畑１か所、水田２か所で、畑は基盤整備がされて

おらず、○○の○○地区で農免道路沿いにあります。○○字が５筆、

○○字が１筆の合計６筆でありますが周辺の状況は山林に隣接して

いる場所で、農道がやや狭く条件の悪い場所でした。譲渡人が病気の

ため約１年耕作されておらず、カヤが茂っておりましたが、トラクタ

ーで耕起すれば耕作できると思いました。水田の１筆は○○地区で基

盤整備はされておらず○○と○○付近にあります。○○１筆、○○３

筆、○○字１筆の合計５筆でした。周辺の状況は農地と宅地が混在し

た場所で、日照、接道、用排水は良好で問題ありませんでした。次に

水田の２ヵ所には基盤整備が済んでおり○○地区の○○の北側の○

○字１筆、次の○○字１筆の合計２筆で道路沿いで条件が良く、日照、

接道、用排水は良好で問題ありませんでした。以上報告します。 

尾山議長  次に宮田委員にお願いします。 

宮田委員  議長。 

尾山議長  宮田委員。 

宮田委員  整理番号４番の受人の報告をします。受人は○○自治会内に住んで

います。○○の南側になります。水稲、神榊中心の専業農家です。五

日市の農地は自宅の南側に位置しています。水稲をやって行くとのこ

とです。皆様のご審議をよろしくお願いします。 

尾山議長 次に貸借 整理番号４番の申請人「受人」は、所有権移転整理番号

１０番と同一人物のため省略します。土地を土器委員にお願いしま

す。  

土器委員  議長。 

尾山議長  土器委員。 
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土器委員  整理番号４番の農地について報告します。申請農地は○○と○○の

境のところで、○○の県道から少し行ったところです。基盤整備はさ

れておりません。譲受人は今度後継者が返ってくるという事で張り切

っていらっしゃいます。 

尾山議長 次に、貸借整理番号５番の申請人「受人」は、貸借整理番号２番と

同一人物のため省略します。土地を竹下会長代理にお願いします。 

竹下会長代理  議長。 

尾山議長  竹下会長代理 

竹下会長代理  整理番号５番の農地について説明します。場所は○○地区○○班に

ございます。○○東側に位置します。基盤整備はされておりません。

面積が５反あり広いです。周辺一帯は田、山林が広がっています。南

側は○○川が流れています。日照、接道、用排水は問題ありません。

作付け状況は今まで水稲をされていました。所有者が高齢となったた

め借り手をさがしていたとの事です。猪がよく出て対策に困っている

ようなところでもあります。農地に関して以上であります。よろしく

お願いします。 

尾山議長  各委員の説明が終わりました。続きまして、事務局より判断根拠の

説明をお願いします。 

事務局 今回の申請内容につきましては、農地法第３条第２項第１号から第

６号まで、事前に事務局で申請書に基づき調査しましたが、問題ござ

いませんでした。 

農地法第３条第２項第７号につきましては、委員の皆さまから事前

調査の報告がありましたとおり、地域との調和要件など、問題はない

ということでございます。 

従いまして、計２２件につきましては、農地法第３条第２項各号に

該当しないため、許可要件をすべて充たしていると考えます。以上ご

報告いたします。 

尾山議長  ただいま、各委員及び事務局より説明がありました。 
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 これより議案第５５号の審議に入ります。各委員の質疑を求めま

す。質疑はありませんか。 

田上委員  議長。 

尾山議長  田上委員。 

田上委員  ４６ページの１１番ですが、自作地が１，１２２㎡ですが下限面積

は大丈夫でしょうか。奥様の自作地が１，１２２㎡となっているみた

いですけど。 

事務局  議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局  この農地を合わせて１反以上になります。白地ですので５反でなく

てもよいです。５年の営農契約書、それから誓約書も添付されて申請

がありましたので問題ないと考えます。 

尾山議長  田上委員よろしいですか。 

（はいとの返事あり） 

尾山議長  他に質疑はありませんか。 

竹下会長代理  議長。 

尾山議長  竹下会長代理。 

竹下会長代理  ４５ページ、整理番号９番について、説明では基盤整備がなされて

いるとの事でしたが、私は狭い場所だと思っていたので、もう一度確

認させてください。 

伊地知委員  議長。 

尾山議長  伊地知委員。 

伊地知委員  基盤整備は今からされる予定です。 

尾山議長  竹下会長代理よろしいですか。 

（はいとの返事あり） 

尾山議長  他に質疑はありませんか。 

下原委員  議長。 

尾山議長  下原委員。 
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下原委員  ５０ページ、整理番号３番の農地ですが、１０アールあたり１，０

００円となっていますが何か事情があるのでしょうか。 

事務局  議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局  双方の関係が親戚であります。本来ならば使用貸借で良かったので

すが、契約期間満了後に自動更新とならないという事情がありまし

て、低額での賃貸借契約となったようです。 

尾山議長  下原委員よろしいですか。 

（はいとの返事あり） 

尾山議長  他に質疑はありませんか。 

（なしと言う者あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第５５号は、原案のとおり承認することに

賛成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。 

 ここでしばらく休憩いたします。午前１０時１５分に再開します。 

（休憩） 

尾山議長 休憩前に引き続き会議を開きます。次に、議案第５６号「農用地利

用集積計画について」を議題といたします。事務局から説明をお願い

します。 

事務局 議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局 ５６ページ、議案第５６号「農用地利用集積計画について」説明し

ます。 

今月の計画件数は所有権移転１１件、利用権設定１４件、合計２５

件となっております。 

利用権設定のうち、農地中間管理事業は８件となっております。  
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申出人の住所・氏名、備考欄につきましては、特記事項のみを説明

し、他は省略させていただきます。 

また、法人及び所有者が死亡している場合は、年齢が空欄となりま

すのでご了承ください。 

はじめに所有権移転について、ご説明いたします。５７ページをご

覧ください。 

整理番号１番、畑３筆、２，１３４㎡の売買です。価格は総額○○

円です。 

整理番号２番、田２筆、４，４０９㎡の売買です。価格は総額○○

円です。こちらは備考欄に記載のとおり山口委員の掘起しです。 

整理番号３番、田１筆、９５９㎡の売買です。価格は総額○○円で

す。 

整理番号４番、畑１筆、６，３８７㎡の贈与です。 

５９ページ、整理番号５番、田１筆、２，０２８㎡の売買です。価

格は総額○○円です。 

整理番号６番、田１筆、８３１㎡の売買です。価格は総額○○円で

す。 

整理番号７番、田５筆、８，９９９㎡の売買です。価格は総額○○

円です。 

６１ページ、整理番号８番、畑３筆、３，８０８㎡の売買です。価

格は総額○○円です。 

整理番号９番、畑１筆、８３６㎡の売買です。価格は総額○○円で

す。 

整理番号１０番、田２筆、１，２７０㎡の売買です。価格は総額○

○円です。 

整理番号１１番、畑１筆、６３５㎡の売買です。価格は総額○○円

です。 

続きまして、利用権設定についてご説明いたします。利用権設定に
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ついては、貸借期間及び借賃についても省略し、特記事項のみ説明さ

せて頂きます。 

使用貸借については、賃借料の記載が空欄となりますのでご了承く

ださい。 

６３ページです。整理番号１番、畑３筆、１４,７２０．７３㎡の賃

貸借です。 

６４ページです。整理番号２番、田１筆、６２２㎡の賃貸借です。 

整理番号３番、田２筆、２，０４８㎡の賃貸借です。 

６７ページです。整理番号４番、田１筆、畑５筆、計６筆、６，５

３５㎡の賃貸借です。こちらは備考欄に記載のとおり山下委員の掘起

しです。 

整理番号５番、６６ページから６７ページです。田２筆、１，３３

３㎡の賃貸借です。こちらは備考欄に記載のとおり山下委員の掘起し

です。 

整理番号６番、田２筆、１，２９０㎡の賃貸借です。 

整理番号７番から１４番までは農地中間管理事業です。なお、借受

人の経営面積欄の記載は、システムへの配分先未入力面積が表示され

てしまうものですのでご了承ください。 

整理番号７番、畑１筆、３，１６８㎡の賃貸借です。 

整理番号８番、田２筆、２，９２７㎡の賃貸借です。 

６９ページです。整理番号９番、田２筆、１，７５３㎡の賃貸借で

す。 

整理番号１０番、畑１筆、１，９３１㎡の賃貸借です。 

整理番号１１番、７０ページから７１ページです。田５筆、７，０

４１㎡の賃貸借です。 

整理番号１２番、田１筆、１，８７６㎡の賃貸借です。 

整理番号１３番、田１筆、９２２㎡の賃貸借です。 

整理番号１４番、田１筆、９３０㎡の賃貸借です。 
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以上、計画内容は市の基本構想に基づくものであり、利用権設定等

を受ける者が、農用地の全てを効率的に利用して耕作すること、農作

業に常時従事することなど、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると考えます。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

尾山議長  ただいま、事務局の説明が終わりました。これより議案第５６号の

審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。  

前原委員  議長。 

尾山議長  前原委員。 

前原委員  ５７ページ、整理番号１番についてお尋ねします。畑３筆２，１３

４㎡に対して○○円となっており、１０アールあたり○○円となりま

す。他と比べてかなり高額です。利用目的が露地野菜となっています。

他の農業者に対する影響も大きいかと思いますが、この価格について

お尋ねします。 

事務局  議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局 今まで周辺農地で同様の事例が何件か出ていますが、譲受人がこの

地区全体の農地の購入を進めています。この地区全体の農地を１反あ

たり約○○円で購入しており、今回もこのようになっているところで

す。 

 すぐではありませんが、将来的には○○を建設する予定と聞いてい

ます。以上です。 

尾山議長  前原委員よろしいですか。 

（はいとの返事あり） 

尾山議長  他に質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第５６号は、原案のとおり承認することに
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賛成の委員の挙手を求めます。 

  （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。議案

第５６号については、原案のとおり決定した旨を市長に通知します。 

尾山議長 次に議案第５７号「農用地利用集積計画の取消しについて」を議題

といたします。事務局から説明をお願いします 

事務局  議長。 

議長  事務局。 

事務局 ７３ページ、議案第５７号「農用地利用集積計画の取消しについて」

説明します。 

７４ページになります。整理番号１番、畑６筆の売買の取消しです。 

こちらは、令和３年６月４日付けで公告された案件ですが、売買金

額の支払いができないため、取り下げるものです。 

尾山議長  事務局の説明が終わりました。これより、議案第５７号の審議に入

ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

 （なしと言う者あり） 

尾山議長 質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第５７号は、原案のとおり承認することに

賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。議案

第５７号については、原案のとおり決定した旨を市長に通知します。 

尾山議長 次に、議案第５８号「非農地証明願いについて」と、議案第５９号

「非農地判断について」を議題とします。事務局から説明をお願いし

ます。 

事務局  議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局 ７５ぺージ、議案第５８号「非農地証明願いについて」ご説明いた
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します。今月の証明願い件数は５件でございます。申出人の住所氏名、

立地基準については省略させていただきます。７６ページをお開きく

ださい。 

整理番号１番、場所が大字○○、畑 2筆、８８６㎡です。申請理由

は山林です。備考欄に記載しておりますが、農振農用地については農

振担当と協議済みであります。 

整理番号２番、場所が大字○○、田１筆、３，３４７㎡です。申請

理由は原野です。 

整理番号３番、７６ページから７７ページ、場所が大字○○、田３

筆、３，２７６㎡です。申請理由は原野です。 

整理番号４番、場所が大字○○、畑１筆、１３，６４９㎡です。申

請理由は原野です。 

整理番号５番、場所が大字○○、畑３筆、１７，７７０㎡です。申

請理由は原野です。 

続きまして、７９ページ議案第５９号「非農地判断について」ご説

明いたします。今月の非農地判断件数は２０件です。８０ページをご

覧ください。 

整理番号１番から５番までは場所が隣接しておりますので、一括し

て説明致します。 

場所が大字○○、田１筆、畑４筆、計５筆、５，０９８㎡です。現

況が原野となります。 

次に８１ページから８２ページになります。整理番号６番から２０

番までは場所が隣接しておりますので、一括して説明致します。 

場所が大字○○、田１４筆、畑１筆、計１５筆、９，４５２㎡です。

現況が原野となります。 

以上、ご審議方よろしくお願い致します。 

尾山議長  事務局の説明が終わりました。議案第５８号から第５９号について

は、２月２７日に、第２小委員会で審議がされておりますので、ここ
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で第２小委員長から報告をお願いします。 

栗下第２小委員長   議長。 

議長 栗下第２小委員長。 

栗下第２小委員長  それでは、第２小委員会の報告を行います。 

会長から招集を受けまして、２月２８日に、委員９名、事務局２名

の計１１名の出席のもと、第２小委員会を開催いたしました。今回の

議案は、非農地証明願い５件、非農地判断２０件でございます。それ

では、議案ごとに、ご説明いたします。 

議案第５８号、非農地証明願いについてご説明いたします。 

整理番号１番の現況は山林となります。その土地の周囲の状況から

見て、その土地を農地として復元しても継続して利用することができ

ないと判断しました。その他、特に問題は見当たりませんでした。  

整理番号２番から４番につきましては市の公用車では行くことが

出来ませんでしたので、事務局が用意した航空写真や現況写真で判断

いたしました。特に問題は見当たりませんでした。 

整理番号５番の○○及び○○につきましては家畜防疫の関係で現

地確認が出来ませんでしたので事務局が用意した現地写真及び航空

写真で判断しました。また○○につきましての現況は原野となりま

す。その土地の周囲の状況から見て、その土地を農地として復元して

も継続して利用することができないと判断しました。その他、特に問

題は見当たりませんでした。 

次に議案第５９号「非農地判断について」の２０件につきましては

市の公用車では行くことが出来ませんでしたので、事務局が用意した

航空写真や現況写真で判断いたしました。 

判断根拠にありますように、一定水準以上の物理的条件整備が必要

な土地であって、周囲の状況からみて農地へ復元しても継続して利用

することが困難と判断致しました。 

以上、第２小委員会は、慎重審議しました結果、非農地証明願い５
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件、非農地判断２０件、計２５件については、非農地としてやむを得

ないと判断いたしました。 

 皆さまのご審議をお願いしまして、第２小委員会の報告を終わりま

す。 

尾山議長  続きまして、事務局より判断根拠の説明をお願いします。 

事務局  議長。 

議長  事務局。 

事務局  判断根拠をご説明いたします。 

非農地証明願いについて、県が示す証明書交付手続き要領及び市農

業委員会非農地判定に係る取扱基準に合致していると判断いたしま

す。 

また、非農地判断につきましては市農業委員会非農地判定に係る取

扱基準に合致していると判断いたします。 

よりまして、今月の議案第５８号から第５９号の計２５件につきま

しては、非農地判断基準を全て満たしていると判断いたします。以上

でございます。 

尾山議長  ただいま、第２小委員長報告及び事務局の説明がありました。 

 これより審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありま

せんか。 

竹下会長代理  議長。 

尾山議長  竹下会長代理。 

竹下会長代理  非農地証明願いの３番、７６ページです。○○の場所はどのあたり

になりますか。地目が田となっていますが、○○のどの辺りに田があ

ったかなと思いまして。 

事務局  議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局  ○○の途中の○○や○○の南側、だいぶ下になります。進入路も分

かりにくい所でかなり低い場所にあります。 
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尾山議長  竹下会長代理よろしいですか。 

（はいとの返事あり） 

尾山議長  他に質疑はありませんか。 

下原委員  議長。 

尾山議長  下原委員。 

下原委員  非農地判断の６番から２０番は同じ場所だと思われますが、地域の

総意で非農地申請が上がってきているのでしょうか。 

事務局  議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局  非農地判断の○○につきましては、今回１５筆計上しておりまし

て、全て連なっている土地です。○○の北側で、進入路がだいぶ細く、

軽トラがやっと通るぐらいです。現状はここ数年耕作している状態で

はなく、雑木等生い茂っており、湿田で山水がだいぶ入り込んでいま

す。前回、○○でもそのような案件がありましたがそのような状況で

す。 

栗下委員  議長。 

尾山議長  栗下委員。 

栗下委員  以前２，３名の方が作っておられてその農道を維持されておりまし

た。その方たちが亡くなられたりして２年程前から荒廃が進んでいま

す。田には山からの湧き水が流れています。ヒノヒカリ以前は日陰で

も何とか育っており、それで農地も維持されてきましたが、ヒノヒカ

リになって生育が悪くなり、作られない方が増えていった経緯があり

ます。 

尾山議長  下原委員よろしいですか。 

（はいとの返事あり） 

尾山議長  他に質疑はありませんか。 

 （なしと言う者あり） 

尾山議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 
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 議案第５８号と議案第５９号に対する第２小委員長の判断は、許可

相当であります。 

 また、事務局の判断も許可相当であります。お諮りいたします。 

 議案第５８号と議案第５９号は、原案のとおり承認することに賛成

の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

尾山議長   全員賛成と認めます。議案第５８号及び議案第５１号は、お諮りの

とおり決定いたします。 

 以上で本日の審議案件は終了いたしました。 

 

終了時間 午前１０時３９分 

 


